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   Ａ６１Ｐ  17/16     (2006.01)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年2月6日(2014.2.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００３】
　真皮では、実年齢及び光誘導の老化を引き起こすＭＭＰ過剰生産は、酸化されたフリー
ラジカルによって刺激される。その上、太陽に晒された皮膚領域、例えば、顔の皮膚にお
いては、ＵＶ線の他の有害効果が生じ、特に、不完全なコラーゲン合成、皮膚色素沈着、
及び太陽弾性線維症（皮膚の弾性格子の崩壊として示される）が挙げられる。さらに、イ
ンビトロの試験によって、ＭＭＰがＵＶ線処理を受けた皮膚線維芽細胞によって過剰生産
される（Ｂｒｅｎｎａｎ　ｅｔ　ａｌ．（２００３）Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍ．Ｐｈｏｔｏｂ
ｉｏｌ．７８：４３－４８）。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　本明細書中で意図するとき、「皮膚の老化」は、慢性的因子、例えば、機械的、酸化的
、及び／又は光ストレスにより、皮膚成分の崩壊の結果として生じる皮膚欠陥に関する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　特に、皮膚の老化は、実年齢及び／又は光による老化の結果であり得る。「実年齢」と
は、加齢の結果として生じる皮膚欠陥を指す。「光による老化」とは、光、特にＵＶ線、
より具体的にはＵＶ－Ａ線への皮膚被曝の結果として生じる皮膚欠陥を指す。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　好ましくは、本発明に係る方法は、以下：
　－個体から歯肉線維芽細胞を採取し；
　－歯肉線維芽細胞を培養し；
　－培養歯肉線維芽細胞から歯肉線維芽細胞由来産物を得て；
　－歯肉線維芽細胞由来産物を個体に投与する
工程を含む。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個体における光による老化の結果である皮膚の老化を美容的に予防し又は処置するため
の歯肉線維芽細胞由来産生物であって、前記歯肉線維芽細胞由来産生物が、歯肉線維芽細
胞抽出物、及び歯肉線維芽細胞培養上清から選択される、産生物。
【請求項２】
　皺又は肌の弾力性喪失を美容的に予防し又は処置するための請求項１に記載の産生物。
【請求項３】
　顔の皮膚の老化を予防し又は処置するための請求項１又は２に記載の産生物。
【請求項４】
　真皮内でエラスチン及び／又はコラーゲン合成を増加させるための請求項１～３のいず
れか１項に記載の産生物。
【請求項５】
　前記歯肉線維芽細胞由来産生物が、前記個体に局所的に又は皮内注射によって投与され
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の産生物。
【請求項６】
　前記歯肉線維芽細胞由来産生物が、前記個体から採取された歯肉線維芽細胞から得られ
る、請求項１～５のいずれか１項に記載の産生物。
【請求項７】
　前記歯肉線維芽細胞由来産生物が、前記個体から採取され及び培養された歯肉線維芽細
胞から得られ、そして前記歯肉線維芽細胞由来産生物が、前記個体に投与される、請求項
１～６のいずれか１項に記載の産生物。
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